６千社協VC発第１４０号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局長決裁
社会福祉法人千代田区社会福祉協議会
[bookmark: _Hlk13067258][bookmark: OLE_LINK2]ふれあいサロン活動助成審査会設置要領
[bookmark: _Hlk13050712]
（総則）
[bookmark: OLE_LINK1]第１条　この要領は、ふれあいサロン活動助成要綱（以下、助成要綱という。）第７条の規定に基づき、ふれあいサロン活動助成審査会（以下、審査会という。）の設置・運営に必要な事項を定める。

（構成）
第２条　審査会委員の構成は、次のとおりとする。
①千代田区福祉総務課長
②千代田区在宅支援課長
③千代田区社会福祉協議会（以下、社協という。）事務局長
④社協所管課長
２　審査会の委員長は、社協事務局長とする。

（招集）
第３条　審査会は、委員長が必要と認めたとき、これを招集する。

（任務）
第４条　審査会は、助成要綱に基づいて新規にふれあいサロン助成の申し込みを行った団体の申し込み内容を審査して、助成の可否を、また、助成する場合はその金額を決定する。
[bookmark: _Hlk14777215]２　審査会は、必要なときは、助成を希望する団体あるいは助成を受けている団体の相談に応じ、助言、情報提供等を行う。
[bookmark: _Hlk14164277][bookmark: _Hlk14776673]３　審査会は、必要なときは、助成を希望する団体あるいは助成を受けている団体に、申し込み内容または活動内容・報告内容等の説明を求めることができる。
４　審査会は、助成を受けている団体のふれあいサロン登録・更新申込書またはふれあいサロン活動報告書の内容に、あるいは当該内容と活動の実態との整合性に疑義が生じた場合は、当該書類提出団体の活動内容を審査する。

（庶務）
第５条　審査会の開催事務、そのほかの庶務は、所管課所管係が担当する。

附　則
１　この要領は、令和６年４月１日から施行する。
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